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筑波大学産学連携会規約 

 

    （名称及び事務局） 

  第 1 条  本会は、筑波大学産学連携会（TOMO、Tsukuba Office for Meeting Opportunities） 

 と称する。 

  ２ 本会の事務局は、茨城県つくば市春日１丁目２番に位置する筑波大学国際産学連携本部内に

置く。 

    （目的） 

第２条  本会は、筑波大学が平成１５年に開学３０周年を迎えたことを契機として、企業、団 

体、個人等（以下「企業等」という。）と筑波大学の連携を一層深めるとともに、筑波大学の

広汎な社会貢献の基盤を培うことを目的とする。 

  ２ 本会は、筑波大学と緊密な連携を図り、筑波大学と一体となって運営を行うものとする。 

    （事業） 

  第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  （１）会員である企業等に対する筑波大学の研究教育等に関する情報の提供 

  （２）筑波大学が行う産学連携事業に対する支援 

  （３）その他産業界等と筑波大学の連携に資する事業の支援 

  ２ 本会の事業の一部を技術移転機関（ＴＬＯ）等に業務委託することができる。 

    （会員） 

  第４条  本会は、次の会員をもって組織する。 

（１） 正会員（第１種） 本会の趣旨に賛同し、別に定める入会手続を完了した企業等 

（２） 正会員（第２種） 本会が実施する大学発ベンチャー助成事業の採択企業であり、本会

の趣旨に賛同し、別に定める入会手続を完了した企業 

（３） 賛助会員 本会の趣旨に賛同した公的な団体、地方自治体等 

（４） 特別会員 名誉会長及び顧問並びに本会の趣旨に賛同する団体、個人等のうち会長が適

当と認めたもの 

  ２  会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。 

（１）退会したとき。 

（２）本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人が解散したとき。 

（３）法令及び本規約に違反したときその他公序良俗に反する行為をしたとき。 

（５） 会費を滞納し、督促してもなお納入しないとき。 

（６） その他本会が会員として不適当と判断したとき。 

   (会費) 

第５条 正会員（第１種）の会費は、一口以上とし、企業及び団体にあっては一口年額５万円、

個人にあっては一口年額１万円とする。正会員（第２種）の会費は、一口以上とし、一口年額

２万円とする。ただし、賛助会員及び特別会員については、無料とする。 

    （役員） 

  第６条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長  １人 
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（２） 副会長 ５人以内 

（３） 会長補佐 １人 

（４） 常務理事 2 人以内 

（５） 理事  ３０人以内（会長、副会長、会長補佐及び常務理事を含む｡） 

（６） 監事  ２人 

  ２ 理事及び監事は、総会において会員の中から互選により選任する。 

  ３ 会長は、理事の中から互選により選任し、副会長、会長補佐及び常務理事は､理事の中から 

会長が選任 する。 

    （役員の職務） 

  第７条 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 会長は、本会を代表し、会務を総括する｡ 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長

がその職務を代行する。 

（３） 会長補佐は、副会長とともに会長を補佐し、役員会及び総会の議決に基づき、会務の執

行を指揮する。 

（４） 常務理事は、副会長及び会長補佐とともに会長を補佐し、役員会及び総会の議決に基づ

き、日常の会務の執行にあたる。 

（５） 理事は、本会の会務の執行にあたる。 

（６） 監事は、本会の会計を監査する。 

    （役員の任期等） 

  第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は平成３１年度にあっては総会の開催

された日の年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

  ３ 前項の規定により選任される理事及び監事は、第６条第２項の規定にかかわらず、役員会に

おいて選任することができる。この場合は、次の総会において承認を得るものとし、承認を

得られなかった理事及び監事の選任は、総会の開催された日の翌年度以降効力を失うものと

する。 

  ４  役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 

５ 役員は無給とする。 

６ 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において役員総数の３分の２以上の議決 

     により、総会がこれを解任することができる。 

（１）心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 

    （名誉会長及び顧問） 

  第９条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。 

  ２ 名誉会長及び顧問に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

    （会議） 

  第１０条 本会の会議は、役員会及び総会とし、会長が召集し、議長となる。 

  ２ 役員会は、必要に応じて開催し、役員の過半数の出席がなければ、開催することがで 
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   きない。 

  ３ 役員会は、本会の運営に関する重要事項を審議する。 

  ４ 総会は、年１回開催するものとする。ただし、会員の過半数の出席がなければ開催す 

   ることができない。 

  ５ 次に掲げる事項を議決しようとするときは、総会の承認を得るものとする。 

（１）事業計画及び予算 

（２）事業報告及び決算 

（３）規約の改正 

（４）役員の選任（第８条第３項に規定する場合を除く。）及び解任 

（５）その他会長が必要と認める事項 

  ６ 役員会及び総会の議事は、出席した役員又は会員の過半数をもって決し、可否同数の 

   ときは、議長の決するところによる。 

  ７ やむを得ない理由のため、会議に出席できない役員又は会員は、あらかじめ通知され 

     た事項についてのみ、書面をもって表決することができる。この場合は、出席したもの 

     とみなす。   

    （会計） 

  第１１条 本会の事業及び運営に関する経費は、会長が掌理し、会長補佐の指揮により常務理事

が管理する。 

  ２ 本会の収入は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 

  ３ 経費の使途は、本会の運営のための経費及び第３条に定める事業の実施に係る経費とする｡ 

  ４ 事業の一部を業務委託する際には適正な対価を支払うものとする。 

  ５ 収入のうち、本会の運営のための経費及び業務委託する経費を差し引いた部分は、原則と 

     して、筑波大学に対し、第３条に定める事業の実施を目的とした奨学寄附金として寄附する  

     ものとする。 

  ６  本会の予算及び決算は、監事の監査を経た後、総会において承認を得るものとする。 

    （事業年度） 

  第１２条 本会の事業年度は、１月１日から１２月３１日までとする。 

    （解散） 

  第１３条 本会は、総会において同意を得た場合には解散する。 

  ２ 本会が解散する際に有する残余財産の取扱いについては、第１１条第５項の規定を準用す 

     る。   

    （規約の改正） 

第１４条 この規約の改正は、総会において出席者数の３分の２以上の同意を得て行うことが 

   できる。 

 （雑則） 

 第１５条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会で定める。  

    附 則 

       この規約は、平成１６年１月２１日から施行する。 

   改 正  平成１７年１月３１日 
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   附 則   

（施行期日） 

１ この規約は、平成１９年 1 月１９日から施行する。ただし、改正後の筑波大学産学連携

会規約第１２条の規定は、平成１８年 1月２１日から適用する。 

  附 則   

この規約は、平成３１年３月１３日から施行する。 

  附 則   

この規約は、令和２年２月２６日から施行する。 

 

 


